
　　　イ　指定可燃物のうち，ゴム類等を貯蔵し，または取扱うものの防護区画の開口部

　　　　は，階段室，非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面し

第６節　ハロゲン化物消火設備

　　⑴　貯蔵容器等の設置場所

　１　全域放出方式（ハロン2402，ハロン1211およびハロン1301を放射するもの）

　　　　消火剤の貯蔵容器または貯蔵タンク（以下「貯蔵容器等」という。）の設置場所

　　　は，政令第17条第５号の規定によるほか，第５節不活性ガス消火設備１．⑵による

　　　　貯蔵容器等は，省令第20条第４項第４号の規定によるほか，次によること。

　　　イ　省令第20条第４項第４号ロおよび第５号の規定により加圧式の貯蔵容器等に設

　　　　ける放出弁は，「不活性ガス消火設備等の放出弁の基準（平成７年消防庁告示第

　　　　省令第20条第４項第10号の規定による選択弁は，第５節不活性ガス消火設備１．

　　　　１号）」によるほか，原則として認定品を使用すること。

　　　ア　高圧ガス保安法令に適合するものであること。

　　　こと。

　　⑵　貯蔵容器等

　　⑶　選択弁

　　　⑷を準用すること。

　　⑷　容器弁等

　　⑸　容器弁開放装置

　　　　省令第20条第４項第４号イ，第６号の２，第８号および第11号に規定する容器弁

　　　等は，「不活性ガス消火設備等の容器弁，安全装置および破壊板の基準（昭和51年

　　　ア　起動の用に供する配管で起動容器と貯蔵容器との間には，誤作動防止のための

　　　イ　ハロン1301を放射するものに使用する配管の口径等は，省令第20条第４項第16

　　　　号の規定に基づく告示基準が示されるまでの間，別紙「消火剤放射時の圧力損失

　　　　省令第20条第１項第４号に規定する噴射ヘッドは，「不活性消火設備等の噴射ヘ

　　　ッドの基準（平成７年消防庁告示第７号）」によるほか，原則として認定品を使用

　　　ア　第５節不活性ガス消火設備１．⑼（キ．ケを除く。）を準用すること。

　　　　て設けないこと。

　　⑼　制御盤等

　　　すること。

　　⑻　防護区画の構造等

　　　　計算」により算出された配管の呼び径とすること。

　　⑺　噴射ヘッド

　　　　第５節不活性ガス消火設備１．⑹を準用すること。

　　⑹　配管等

　　　　省令第20条第４項第７号によるほか，次によること。

　　　　逃し弁（リリーフバルブ）を設けること。

　　　消防庁告示第９号）」によるほか，原則として認定品を使用すること。

　　　　省令第20条第４項第14の２号に規定する制御盤等は，第５節不活性ガス消火設備

　　　１．⑾（イ．(ア)．ｇを除く。）を準用すること。

　　⑽　起動装置
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　　⑷　容器弁等

　　　　前１．⑷によること。

　　　　前１．⑸によること。

　　⑹　配管等

　　　　前１．⑴によること。

　　⑵　貯蔵容器等

　　　　前１．⑵によること。

　　⑶　選択弁

　　　　前１．⑶によること。

　　⑴　貯蔵容器等の設置場所

　　⒁　非常電源，配線等

　　　屋内消火栓設備５を準用すること。

　　　１．⒁を準用すること。

　　⒀　排出措置等

　　　　省令第20条第４項第14号イ(ハ)に規定する表示灯は，第５節不活性ガス消火設備

　　　　放出された消火剤を安全な場所に排出するための措置を，第５設不活性ガス消火

　　　当該床面積の１％以上とすることができる。

　　　　政令第17条第６号および省令第20条第４項第15号の非常電源，配線等は，第２節

　２　全域放出方式（トリフルオロメタン（以下「ＨＦＣ－23」という。），ヘプタフル

　　オロプロパン（以下「ＨＦＣ－227ea」という。）またはドデカフルオロ－２－メチ

　　ルペンタン－３－オン（以下「ＦＫ－５－１－12」という。）を放射するもの。）

　　　⑿を準用すること。

　　⑾　音響警報装置

　　　準用すること。

　　⑿　放出表示灯

　　　　　ここで用いる消火剤流量は，消火剤放射時の噴射ヘッドからの瞬間最大流量（

　　　　計算式によっては毎分に換算して計算値とすること。）とすること。

　　⑸　容器弁開放装置

　　　　省令第20条第４項第12の２号の規定によるほか，第５節不活性ガス消火設備１．

　　　　省令第20条第４項第13号の規定によるほか，第５節不活性ガス消火設備１．⒀を

　　　設備１．⒃の例により講じること。ただし，同⒃．ウに定める開口部の大きさは，

　　　ア　防護区画には，消火剤放射時の内圧上昇により破壊されないように，次の式に

　　　　より算出した大きさ以上の避圧口を設けること。ただし，防護区画の窓，内装材

　　　　等が消火剤放射時の内圧上昇に充分耐えうる場合は，この限りでない。

　　　　前１．⑹によること。

　　⑺　噴射ヘッド

　　　　前１．⑺によること。

　　⑻　防護区画の構造等

　　　　前１．⑻によるほか，次によること。
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　　　　前１．⒁によること。

　　⑼　制御盤等

　　　　前１．⑼によること。

　　⑽　起動装置

　　　イ　前⑴の避圧口に接続されるダクトは，避圧口以上の大きさを有するものとし，

　　　　難口を設置する場合は，曲折部等を設けることができる。

　　　　避圧に影響を及ぼす曲折部等を設けないこと。ただし，避圧の影響を考慮した避

　　　　前１．⑽によること。

　　⑾　音響警報装置

　　　　前１．⑾によること。

　　⑿　放出表示灯

　　　　局所放出方式のハロゲン化物消火設備は，駐車の用に供される部分，通信機器室，

　　　指定可燃物を貯蔵しまたは取扱う防火対象物またはその部分以外の部分で，第５節

　　⑴　局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置場所

　　　１．⒁を準用すること。

　　⒀　排出措置等

　　　⒃の例により講じること。

　　⒁　非常電源，配線等

　　　　省令第20条第４項第14号イ(ハ)の規定によるほか，第５節不活性ガス消火設備

　　　　省令第19条第５項第18号の規定を準用するほか，第５節不活性ガス消火設備１．

　３　局所放出方式（ハロン2402，ハロン1211およびハロン1301を放射するもの）

　　　不活性ガス消火設備１．⑴に定める部分に設置することができる。

　　⑵　貯蔵容器等の設置場所

　　　　前１．⑴によること。

【3-6】-3



　　　　前１．⑼によること。ただし，遅延装置は設けないことができる。

　　⑻　噴霧ヘッド

　　　　前１．⑺によること。

　　⑼　制御盤等

　　　　前１．⑷によること。

　　⑹　容器弁開放装置

　　　　前１．⑸によること。

　　⑺　配管等

　　　　前１．⑹によること。

　　　別紙「消火剤放射時の圧力損失計算」によること。

　６　総合操作盤

　　　　前１．⒀によること。

　　⒀　非常電源・配線等

　　　　前１，⒁によること。

　４　移動式

　　⑽　起動装置

　　　　前１．⑽によること。

　　⑾　音響警報装置

　　　　前１．⑾によること。

　　⑿　排出措置等

　　　ハロン2402，ハロン1211およびハロン1301を消火剤とする移動式のハロゲン化物消

　　火設備は，第５節不活性ガス消火設備４を準用すること。

　５　消火剤放射時の圧力損失計算等

　　⑶　貯蔵容器等

　　　　前１．⑵によること。

　　⑷　選択弁

　　　　前１．⑶によること。

　　⑸　容器弁等

　　　総合操作盤は，省令第20条第４項第17号の規定により設けること。
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別紙
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